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令和６年度  
 

 

 

 

 

この案内には、菰野町における給付認定申請、公立および私立保育園・公立幼稚園・公立認定こ

ども園・私立認定こども園保育園部の申込の利用申請に関する手続き、必要書類等について記載し

ていますので、内容をよく読んで申請してください。 

私立認定こども園幼稚園部の利用申請については、直接こども園にお問い合わせください。 

（町外の幼稚園（新制度・未移行共に）・認可外保育施設・企業主導型施設の利用申請についても、直接施設にお問い合

わせください。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和６年度の年齢別クラスは次のとおりです。 

クラス 

（実施年齢） 
生年月日 

0 歳児 令 和 ５ 年（2023 年）４月２日～ 

1 歳児 令 和 ４ 年（202２年）４月２日～令 和 ５ 年（2023 年）４月 1 日 

2 歳児 令 和 ３ 年（2021 年）４月２日～令 和 ４ 年（2022 年）４月 1 日 

3 歳児 令 和 ２ 年（2020 年）４月２日～令 和 ３ 年（202１年）４月 1 日 

4 歳児 平成 31 年（2019 年）４月２日～令 和 ２ 年（2020 年）４月 1 日 

5 歳児 平成 30 年（2018 年）４月２日～平成 31 年（2019 年）４月 1 日 
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入園のごあんない 
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１ はじめに確認していただきたいこと（重要） 
 

（１）  各施設の条件確認 

申請の前に、入園対象年齢などの条件や、利用が決まった場合送り迎えが可能かなどを確認し

てください。見学についてのお問い合わせは、直接各施設へお願いします。ただし、感染症対策

等により、一定期間見学をお断りする場合等がありますのでご了承ください。 

 

（２）  利用料以外の費用、給食等の保護者負担（※公立施設以外は各園に直接確認してください。） 

私立施設では、利用者負担額（保育料）や副食費のほかに、入園料等の特定負担額がかかる場

合があります。また、制服や行事、主食（ごはん、パン等・3 歳児以上のみ）などの費用として、

実費負担が発生する場合があります。 

利用者負担額（保育料）や副食費については、P14 の「９ 利用者負担額等について」をご

確認ください。 

 

（３）  慣らし保育について 

お子さんが集団生活に慣れることを目的として、通常の保育時間を短縮して保育を行うもの

です。慣らし保育は、利用開始日（原則各月 1 日）以降に行います。期間や内容は、利用され

るお子さんの年齢や施設によって異なります。ご家族や雇用先等とも調整の上、利用開始月を検

討してください。詳細は別添の Q&A をご確認ください。 

 

（４）  土曜日保育について 

 公立保育園の土曜日保育は拠点園（千種保育園）で実施します。 

 私立保育園の土曜日保育についての詳細は、各園に直接お問い合わせください。 

 

（５）  特別な支援を必要とするお子さんについて 

 障がいや重い食物アレルギーのあるお子さんや、医療的配慮を必要とするお子さんなど、特別

な支援が必要な場合には、申請前に菰野町子ども家庭課へ必ず相談してください。また、お子さ

んの心身の状態や発達について気がかりな点やご心配がある場合や、健診時や医療機関の受診

時に指摘されたことがある場合は、支給認定申請書に記入してください。 

 

（６）  保育園（部）の保育の必要性について 

内定から入園までに、申請時に提出された保育の必要性を証明する書類の状況と、現状が変更

になった方は速やかに子ども家庭課までお知らせください。入園後に証明が虚偽（就労の証明を

提出していたが、退職や内定取消となっていた等）であることが判明した場合、退園になること

があります。 

 

（７）  よくあるご質問について 

 不明な点がありましたら、まずはよくあるご質問について別添の Q&A をご一読ください。そ

の他のご質問については菰野町子ども家庭課または各施設にお問い合わせください。 
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２ 利用できる施設について  

幼稚園・保育園・認定こども園に入園するためには、教育および保育を必要とする事由を認定する

『支給認定』が必要です。支給認定には次に示すとおり入園先の希望や子どもの年齢によって３つの

区分があり、その認定の区分に応じて入園する施設が決まります。支給認定後、菰野町より『支給認

定証』を交付します。支給認定証は入園の必要性を証明するものですので、大切に保管してください。 

認定区分 対象となる子ども 入園先 

1 号認定 令和 6 年４月１日現在、満３歳以上で、教育を希望する場合 
幼稚園 

認定こども園 

2 号認定 
令和 6 年４月１日現在、満３歳以上で、「保育を必要とする事由」

に該当し、保育園等での保育を希望する場合 

保育園 

認定こども園 

3 号認定 
令和 6 年４月１日現在、満３歳未満で、「保育を必要とする事由」

に該当し、保育園等での保育を希望する場合 

保育園 

認定こども園 

 

【施設の種類】 
 菰野町にある施設は大きく分けて 3 つの種類があります。お子さんの年齢や保護者の状況に応じ

て利用できる施設が異なります。 

各園の詳しい情報は P18 の「10 各施設について」をご確認ください。 

  

施設 
対象 

年齢 
申請先 利用料 給食 

認可保育所 
…保護者の就労や病気などのためにお子さんの保育を必要と

する場合に、保護者にかわって保育する児童福祉施設です。 

町内の認可保育所には、菰野町が設置する公立保育所と社会

福祉法人等が設置する私立保育所があります。 

０～５

歳児 

菰
野
町
役
場 

子
ど
も
家
庭
課 

市
町
村
民
税
を
基
に
算
定
し
ま
す(

詳
し
く
は
Ｐ
１
４

「
９ 

利
用
者
負
担
額
等
に
つ
い
て
」)

。

利
用
料
以
外
に
も
制
服
代
、
遠
足
代
等
の
実
費
負
担
が
か
か
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。 

ま
た
、
公
立
施
設
以
外
は
、
利
用
料
の
他
に
入
園
料
等
が
か
か
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。 

３
歳
未
満
児
は
主
食
と
副
食
の
完
全
給
食
、
３
歳
以
上
児
は
副
食
給
食
を
実
施
し
ま
す
。 

※
全
て
の
年
齢
で
完
全
給
食
を
実
施
し
て
い
る
場
合
も
あ
り
ま
す
。 

公立幼稚園 
…幼児を保育し、適当な環境を与えてその心身の発達を助長す

ることを目的とする教育施設です。 

菰野町が設置する公立幼稚園は居住地の属する小学校区によ

り、就園できる園が定められています。 

３～５

歳児 

認定こども園  
…教育・保育を一体的に行う施設で、 

就学前の子どもに幼児教育・保育を提

供する機能、地域における子育て支援

を行う機能を備える施設です。 

 

町内の認定こども園には、菰野町が設

置する公立認定こども園と社会福祉

法人等が設置する私立認定こども園

があります。 

公立認定こども園 

（保育園部） 

０～５ 

歳児 

公立認定こども園 

（幼稚園部） 

３～５ 

歳児 

私立認定こども園 

（保育園部） 

０～５ 

歳児 

私立認定こども園 

（幼稚園部） 

３～５ 

歳児 

各
施
設 
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３ 保育園（部）を利用できる方  

保育園（部）への入園は、児童の保護者が下記に掲げる「保育を必要とする事由」に該当し、

その児童が保育を必要と認められた場合に限ります。 

 

保育を必要とする事由 認定の有効期限 

就労（１か月６４時間以上の就労を常態としていること） 最長、就学前まで 

妊娠・出産 ※１ 

保護者の疾病・障がい 最長、就学前まで 

同居又は長期入院などしている親族の介護・看護 最長、就学前まで 

災害復旧 最長、就学前まで 

求職活動 最長、3 か月※2 

就学 最長、就学前まで 

上記に類する状態として認める場合 最長、就学前まで 

 

※１ 妊娠・出産事由の認定の有効期限について 

   開始日…出産予定日の４週間前の日の属する月の１日から 

   終了日…出産日から起算して 8 週間を経過する日の翌日が属する月の月末まで 

  （例）出産予定日が令和６年９月 1 日の場合 

認定期間：令和６年 8 月 1 日から令和６年 10 月 31 日 

ただし、認定終了日については、出産後に実際の出産日から起算して計算するため、月が前後

する場合があります。 

 

※２ 求職活動事由の認定の有効期限について 

   認定期間内に月 64 時間以上就労することを証明する書類を保護者が提出せず認定期間満了を

迎えた場合、保育の必要性の認定基準に該当しなくなるため、保育園（部）が利用できなくな

ります。 

 

※３ 育児休業中に利用申請（転園申請含む）される方へ 

  ・育児休業中はご家庭で保育ができるため、原則利用申請ができません。そのため、育児休業中

に保育園（部）の利用申請を行う場合は、育児休業から復職されることを前提とした申請とな

ります。 

  ・保育園（部）の利用が決まった場合には、利用開始月中に復職していただく必要があります。

ただし、利用開始日（各月 1 日）と復職日が同時期で、慣らし保育を前月に行う場合は例外と

します。 
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４ 保育園・認定こども園（保育園部）の利用時間等  

 園名 開所時間 入園対象年齢 

公
立 

菰野こども園 7:30～18:30 ６か月～ 

菰野西こども園 7:30～18:30 ６か月～ 

菰野東保育園 7:30～18:30 ３歳児～(令和 6.4.1 現在) 

千種保育園 7:30～19:00（延長保育実施） ３か月～ 

鵜川原保育園 7:30～18:30 ６か月～ 

竹永保育園 7:30～18:30 ６か月～ 

朝上保育園 7:30～18:30 ６か月～ 

私
立 

聖マリアこども園 7:30～18:30 11 か月～(要相談) 

森の風こども園 7:30～18:30 ６か月～ 

たいりん保育園 7:15～19:00（延長保育実施） ６か月～ 

※入園対象年齢は、入園月の 1 日時点で経過している月齢からとなります。 

※公立保育園の土曜日保育は、拠点園千種保育園での保育となります。 

※土曜日保育の開所時間は各園ともに 7:30～18:30 となります。 

 

【保育必要量の認定】 

２号認定・３号認定の場合、保育の必要量に応じ、「保育短時間」または「保育標準時間」

に区分され、「保育を必要とする事由」によっていずれかに認定します。 

 

1. 保育短時間  8:30～16:30  

2. 保育標準時間 7:30～18:30  

保育を必要とする事由 
保育必要量  

認定する根拠 
短時間 標準時間 

就労※ ○ ○ 
勤務時間、通勤時間などの状

況に応じて認定します。 

妊娠・出産 〇 〇 状況に応じて認定します。 

保護者の疾病・障がい ○ ○ 
疾病・障がいの状況に応じて

認定します。 

親族の介護・看護 ○ ○ 
介護・看護の状況に応じて認

定します。 

災害復旧  ○ 
申し出により、短時間に変更

できます。 

求職活動 ○   

就学 ○ ○ 
就学の内容等の状況に応じて

認定します。 

その他 ○ ○ 状況に応じて認定します。 

※就労の場合、１か月当たりの就労時間が 120 時間以上であれば原則として「保育標準時間」、

120 時間未満であれば原則として「保育短時間」として認定することとしています。「就労時間
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＋通勤時間」が保育を必要とする時間となるため、勤務先までの通勤時間も含めて認定を行いま

す。保育時間は最大の時間を記載していますが、実際に保育園（部）を利用いただける時間は

就労時間＋通勤時間ですのでご注意ください。   

 上記基準では「保育短時間」認定の対象となっても、通勤時間や勤務時間帯等により「保育短

時間」認定が適当でないと認める場合は、「保育標準時間」に認定します。 

◎保育必要量を変更する場合は、前月 24 日までに園に申請してください。月単位でのみ変更可能です。 

◎父母で保育の必要時間が「保育標準時間」と「保育短時間」とで異なる場合は、「保育短時間」の認定

です。 

 

【時間外保育の利用】 

保育短時間認定の園児が、やむを得ず認定時間を超えて園を利用する場合には、時間外保

育の申し込みが必要です。 

公立保育園（部）の時間外保育は通常の保育料とは別に時間外保育利用料として、 

１日２００円（１か月 2,000 円の上限あり。同一世帯から同日に２人以上利用した場合は、

２人目は半額、３人目以降は無料）が必要です。 

また、保育標準時間認定の園児が 18：30 以降の延長保育（月～金）を利用する場合も時

間外保育利用料が必要です。なお、延長保育を利用できる園は限られます。 

原則利用した翌月の保育料に上乗せいたしますが、３月の利用については、翌月４月中旬

ころに別途納付書を送付します。転園月、退園月の利用についても、翌月中旬ころに別途納

付書を送付します。公立各園、役場子ども家庭課、指定金融機関でお支払いいただけます。 

時間外保育利用料は無償化の対象外です。 

私立保育園（部）の時間外保育については直接園にお尋ねください。 

 

【土曜日保育について】 

公立保育園（部）の土曜日保育は拠点園（千種保育園）で実施します。保護者が土曜日に

勤務する場合に限り利用でき、事前に在籍する園への申請が必要です。 

３歳児から５歳児までの利用については、月額とは別に、下表のとおり副食費が必要で

す。原則利用した翌月の副食費に上乗せいたしますが、３月の利用については、翌月４月中

旬ころに別途納付書を送付します。転園月、退園月の利用についても、翌月中旬ころに別途

納付書を送付します。役場子ども家庭課、指定金融機関、各地区コミュニティセンターでお

支払いいただけます。 

私立保育園（部）の土曜日保育については直接園にお尋ねください。 

  

≪土曜日保育利用時の副食費内訳≫ 

年齢 土曜日保育の副食費の取扱い 給食費日額 おやつ代日額 

０－２歳児 利用者負担額に含まれる   

３－５歳児 副食費月額とは別途徴収 210 円 20 円 
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５ 公立幼稚園（部）の利用時間等  

・登園時間   ８：30 ～９：00 

・教育標準時間 ９：00 ～13：00 

※幼稚園の教育時間（在園時間）は、幼稚園教育要領で１日４時間を標準とすると定められています。 

・降園時間   13：00  

※年齢や送迎用駐車場の状況等により、各園で調整しています。 

・休業日   夏季休業日  ７月中旬～８月末 

冬季休業日  12 月下旬～１月上旬 

春季休業日  ３月下旬～４月上旬 

 

【一時預かり保育（幼稚園型）の利用】 

降園時間終了後、下記の理由に該当する場合は、一時預かり保育を利用することができま

す。利用できる時間は午後３時までです。 

長期休暇中の一時預かり保育も、午後３時まで利用できますが、長期休暇中には一時預か

り保育休業日があります。 

（参考…令和５年度の一時預かり保育休業日は、夏休み期間…8/７（月）～8/18（金）、 

冬休み期間…12/26（火）～1/5（金）、春休み期間すべて） 

その他、園が休園とする日は、一時預かり保育は利用できません。 

利用料金は下表のとおりです。 

 

  ≪一時預かり保育（幼稚園型）を利用できる理由≫ 

①保護者の疾病、出産、冠婚葬祭などの緊急的な事由 

②保護者の就労、職業訓練、就学などの継続的な事由 

 

  ≪利用料金≫ 

 ※基本は利用した翌月、口座振替にてお支払いいただきます。３月の利用については、翌月

４月中旬ころに一時預かり分のみの納付書を送付します。転園月、退園月の利用について

も、翌月中旬ころに別途納付書を送付します。役場子ども家庭課、指定金融機関、各地区コ

ミュニティセンターでお支払いいただけます。 

  

 利用料日額 給食費等日額 

通常日 午後１時から午後３時まで 200 円 20 円 

長期休業日 
午前９時から午後１時まで 400 円 210 円 

午前９時から午後３時まで 600 円 230 円 
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６ 手続きの流れ  

≪保育園・幼稚園・認定こども園の申込≫ 
（私立幼稚園・私立認定こども園幼稚園部への入園については、直接園にお問い合わせください。） 

 

（１）一次利用調整（４月１日以降入園希望の一斉申込） 
 

                ☆提出時、申請内容等について聞き取りをします。 

☆申請書類配布期間…令和５年８月 16 日（水）～ 場所…役場子ども家庭課、各園 

☆一次申請期間  …令和５年９月 １日（金）～ 令和５年９月 29 日（金） 

                     場所…役場子ども家庭課 

≪提出締切日 令和５年９月 29 日（金）≫ 

 ≪不足書類の追加提出期限 令和５年 10 月 13 日（金）≫ 

※必要書類については P11「７ 入園に係る申請書類について」をご確認ください。 

※保育園（部）希望の方は、保育の必要性を証明する書類が必要です。お早めに書類の準備をお願い

します。 

※申込みの必要がなくなった場合は、必ず利用の取下げを行ってください。 

※申請中に、家庭状況や就労状況、希望園の変更があった場合は、必ず子ども家庭課に必要な書類を

提出してください。 

 

☆申請内容を審査し、入園調整を行います。 

幼稚園（部）の場合、希望者が多数いる時には、公正な方法で入園の選考を行うことがあります。 

保育園（部）の場合、申請書類に基づき保育を必要とする事由を審査し、様々な要素を考慮して入

園調整を行います。 

※希望者が多数いるために入園できないことがあります。 

※保育園に入園できる基準に満たない場合は入園が認められません。 

利用調整の結果については、令和５年 12 月末頃に通知を送ります。 

 

☆入園説明会 令和６年２月 

令和６年１月末までに入園説明会のお知らせと事業所入所内定通知書を送付予定です。 

説明会では、保護者と入園予定の児童が参加して、園生活の具体的な説明を受けます。入園説明会

の参加対象となる方は、４・５月新入園の方と転園の方です。入園説明会日程は、P10「入園説明

会の日程について」を参照してください。６月以降に入園される方は、随時個別で面談を行い、説明

しますので、事前に内定した園と日程調整した上で園までお越しください。 

 

☆入園式の案内・支給認定証の送付 

令和６年３月中旬頃に上記書類を送付予定です。  

利用者負担額の決定通知書は、４月入園の場合、４月中旬頃に園からお渡しし、5 月以降に入園の

場合、入園月の上旬頃に随時お渡しします。  

申請書類の提出・聞き取り 

利用調整 

入園説明会 

通知書発行 
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（２）二次利用調整（一次利用調整後の４月１日以降入園希望） 
一次利用調整後、なお定員に満たなかった場合や内定者の辞退で空きができた場合などに、二次

利用調整を行います。低年齢児の期間後申込による入園は非常に厳しい状況となっておりますので

ご了承ください。利用調整の結果については、内定した場合のみ１月中に連絡します。 

☆二次申請・聞き取り期間 …令和５年 10 月２日（月）～ 令和６年１月５日（金） 

                      場所…役場子ども家庭課 

一次利用調整で待機となった方は、自動的に二次利用調整の対象となります。申請の必要がなく

なった場合は必ず連絡してください。 

 

（３）各月申請（二次利用調整後の５月１日以降入園申込） 

二次利用調整後、なお定員に満たなかった場合や内定者の辞退で空きができた場合などに、５月

以降の利用調整を行います。低年齢児の期間後申請による入園は非常に厳しい状況となっておりま

すのでご了承ください。 

受付期間は入園希望日の前月５日までとします。５日が土・日・祝日の場合は翌開庁日までとし

ます。入園日は原則各月１日となります。受付時、申請内容等について聞き取りをするので、時間

に余裕を持ってお越しください。 

一次利用調整で待機となった方は、自動的に二次利用調整の対象となります。申請の必要がなく

なった場合は必ず連絡してください。 

利用調整の結果については、内定した場合のみ前月の中旬頃に連絡します。 

 

【町外の保育園（部）への申請について】 
菰野町内にお住まいの方で、町外の保育園（部）の利用を希望する場合も、上記のとおりの期間

で、菰野町子ども家庭課へ申請書類を提出してください。給付認定は菰野町で行い、利用調整は園

の所在地の自治体が行います。調整結果については、園所在の自治体から菰野町へ通知が届き次第

連絡します。調整方法や時期については自治体によって異なりますのでご了承ください。 

 

【町外からの申請について】 
①利用開始日の前月末日までに、菰野町に転入する予定がある場合 

 利用開始日の前月末日までに菰野町に転入する予定があり、菰野町に転入することがわかる書類

（P12）が提出できた場合には、利用調整上、菰野町内在住者と同等の扱いとなります。また、4

月申請については、一次利用調整からの対象となります。なお、提出できない場合は、②利用開始

日の前月末日までに、菰野町に転入する予定がない場合と同様の取扱いとなります。 

 

②利用開始日の前月末日までに、菰野町に転入する予定がない場合 

 4 月申請の場合は、二次利用調整からの対象となります。 

 現在お住まいの市町村に、その自治体が指定する期日までに必要書類を提出してください。詳細

はお住まいの自治体に必ずご確認ください。 

 

【育休延長（入園待機証明）について】 
育休延長に必要な入園待機証明書の備考として、不承諾となった理由（例 定員都合や本人都合
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等）を明記させていただきます。やむを得ない理由なく入所を辞退した場合、勤務先・ハローワー

クにおいて確認・審査が行われ、育児休業・給付の延長が認められない場合があります。 

なお、証明書は子ども家庭課で発行の依頼を受け付け、利用調整後（入園希望月の前月５日以降）

に発行します。依頼を受けてから発行まで数日かかるため、余裕を持って連絡してください。 

  証明書の証明日や申請日、入園希望日等の内容について、勤務先やハローワークから訂正を求め

られ、再発行となる場合があります。証明内容は事実に基づきますので、申請内容や依頼日をご自

身でよくご確認いただいた上で証明書発行を依頼してください。 

 

【入園説明会の日程について】 
令和６年 4 月入園または令和６年 5 月入園の方について、下記のとおり一斉の説明会を行う予

定です。内定した方は、参加をお願いします。対象の方で参加できない場合、または令和６年 6

月以降入園の方は、個別での説明を受けていただきます。 

2 月 15 日（木） 菰野こども園 2 月 20 日（火） 千種幼保園 

2 月 27 日（火） 菰野西こども園 2 月 22 日（木） 菰野幼稚園・東保育園 

2 月 21 日（水） 朝上幼保園 2 月 19 日（月） 竹永幼保園 

2 月 16 日（金） 鵜川原幼保園 2 月７日（水） 聖マリアこども園 

2 月３日（土） 森の風こども園 ２月中に個別説明会開催 たいりん保育園 

※時間や場所などの詳細については、別途お知らせします。 

 

【入所決定後の注意等について】 
（１）保護者の氏名、住所および連絡先や、お子さんの氏名が変更となる場合 

利用中の園へ必ずお申し出ください。単身赴任や結婚等により、保護者について、住民票上で変

更があった場合も忘れずにお申し出ください。 

（２）保育の必要時間の変更、幼稚園(部)保育園(部)間の変更等 

月単位で変更申請の手続きが必要ですので、支給認定変更申請書と必要な添付書類を変更する前

月 24 日まで（休園日は翌開園日）に利用中の園へ、変更書類を全て揃えた上で提出してくださ

い。 

（３）退園される場合 

町外に転出される場合や、保育の必要な事由を満たさなくなり、家庭での保育が可能になった場

合は、退園手続きが必要となります。退園することがわかった時点で、すみやかに現在利用中の園

において手続きをお願いします。保育料は月末までの金額となります。転出の場合、１日時点で菰

野町に住民票がある月の月末までは町内園に通えますが、翌月から通うことはできませんのでご注

意ください。 

（４）現況届について…毎年７月頃 

現況届は毎年、保育要件や家族構成等の状況確認のために提出が必要です。また、翌年度の退園

や転園等の希望を記入していただく書類でもあります。 

保育園部在籍の方と、保育園部への転籍希望の方は、父母共に保育の必要性を証明する書類の添

付が必要です。通知文書が配布されたらご用意をお願いします。  
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７ 入園に係る申請書類について  

給付認定・利用調整に影響する場合がありますので、記入漏れや内容に誤りがないことをご確認の

上、提出してください。（提出した書類は返却できませんので、コピー等をとって保管することをおすすめします。） 

（１）全ての人が必要な書類 
必要な書類 注意点 

子どものための教育・

保育給付支給認定（変

更）申請書 

・児童 1 人につき 1 枚必要です。 

・入所希望日は原則 1 日です。 

・希望園は希望順位を記入してください。 

・児童の世帯員は同居者全員の氏名と勤務先等を記入してください。 

（世帯を分けていても同一住所であれば同居扱いとなります） 

・マイナンバー届出書 

・本人確認書類 
P13「８ マイナンバーの提出について」をご確認のうえ、用意して

ください。 

 

（２）保育園（部）を希望する方が必要な書類  

保護者の状況 保育の必要性を証明する書類 ※すべての保護者について提出が必要です。 

就
労 

雇用されている

（内定を含む） 

様式「就労証明書」 

・裏面の記入要領を確認してください。 

・就労先が複数ある場合は、それぞれの雇用主による証明書が必要です。ま

たタイムスケジュール等、一週間の勤務時間がわかる書類も提出してくだ

さい。 

・変則就労の場合、直近 1 か月のシフト表等を添付してください。 

・菰野町から雇用主（事業主）に連絡する場合があります。 

自営業の方 

・様式「就労証明書」 

・確定申告写し（申告書の第一表および第二表） 

※確定申告の写し以外に給与明細の写しや収入がわかるものも可。 

これから始める場合のみ開業届出書や営業許可書なども可 

内職の方 ・様式「内職申告（証明）書」 

出
産 

出産の準備や出

産後の休養が必

要なとき 

母子手帳の写し 
表紙と分娩（出産）予定日が確認できる 

ページ 

疾
病 

保護者の病気・

けがのとき 
様式「診断書」 

保育が困難な状況、傷病名、期間を記載した

もの 

障
が
い 

保護者に障がい

があるとき 
障害者手帳等の写し 

身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療

育手帳の手帳番号、本人欄が確認できる部分 

介
護

・ 

看
護 

要介護者や病人

を介護・看護し

ているとき 

様式「介護・看護に関す

る申告（証明）書」 

要介護者や病人の詳しい状況、介護・看護の具

体的な内容や期間を記載したもの 

就
学 

保護者が学校に

通っているとき 

・在学証明書または 

学生証の写し 

・時間割のわかる資料 

・趣味講座や通信教育は除く 

・時間割表が提出できない場合は様式「タイム

スケジュール申告書（就学）」 

求
職 

活
動 

仕事を探してい

るとき 
様式「求職活動申立書」 

*様式および記入例は、菰野町ウェブサイトからダウンロードできます。（P26） 

*きょうだいで同時に申請を行う場合は、一番上のお子さんに原本を、下のお子さんにコピーをそれぞれ添付してください。 
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（３）申請児童や世帯の状況により必要となる書類※該当する事項があるか、必ず確認してください。 

世帯の状況等 必要書類 

65 歳未満※の祖父母と同居している場合

（世帯を分けていても同一住所であれば同

居扱いとなります。） 

※昭和 34 年（1959 年）４月２日以降に生

まれた方 

・P11 の「（２）保育園（部）を希望する方が必要な書

類」 

 提出がない場合、入園調整において減点があります。 

申請日時点では菰野町外に住んでいるが、

利用開始日の前月末日までに菰野町に転入

する方（P9） 

・様式「転入に関する申立書」 

・入園希望月の前月末日までに菰野町へ転入されること

が確認できる書類（転入先住居の賃貸契約書または売

買契約書等の写し） 

離婚前提で別居状態であり、いずれかの保

護者の必要書類が提出できない場合 

・様式「別居・別生計申立書」 

・離婚手続きの状況が確認できる書類 

要保護者等世帯（ひとり親世帯※、身体障害

者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳

の交付を受けた者がいる世帯、特別児童扶

養手当の支給対象児童がいる世帯等）の場

合 

※父または母が児童扶養手当受給資格があ

る世帯もしくは障害年金または遺族年金を

受給している世帯 

・様式「利用者負担額減額申請書」 

※所得割課税額 77,100 円以下の世帯で、利用者負担額

等がかかる場合、減免の対象になります。 

令和 6 年 4 月～

8 月利用希望の

方 

令和４年中に海外勤務

期間がある方 

・様式「収入申告書」または 

・令和４年中の海外勤務中の所得額や、社会保険料等の

各種控除額等がわかる証明書類(1 月～12 月の 12 か月

分)(会社からの給与支払証明書等) 

※国内での所得があった場合、その所得額や、社会保険

料等各種控除額等の証明書類も提出してください。 

令和６年９月～ 

令和７年 3 月 

利用希望の方 

令和５年中に海外勤務

期間がある方 

・様式「収入申告書」または 

・令和５年中の海外勤務中の所得額や、社会保険料等の

各種控除額等がわかる証明書類(1 月～12 月の 12 か月

分)(会社からの給与支払証明書等) 

※国内での所得があった場合、その所得額や、社会保険

料等各種控除額等の証明書類も提出してください。 

※あてはまる状況が複数ある場合は、証明する資料をすべて提出してください。 
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８ マイナンバーの提出について  

下記の書類を入園申請書類と一緒に提出してください。 

※すでにご提出いただいている場合でも、新年度新たに申請される場合等、再度提出が必要です。 

 

＜必要なもの＞ 

①様式「マイナンバー届出書」 

②個人番号確認・本人確認書類（保護者１名について、次の確認書類の原本を提示してください） 

個人番号確認書類 
【１点】個人番号カード・通知カード（記載事項に変更のないもの）・ 

住民票（個人番号付） 

本人確認書類 

【１点】個人番号カード・運転免許証・パスポート・身体障害者手帳・精神障害者

保健福祉手帳・療育手帳・在留カード・その他公的機関の写真付証明書 

【２点】健康保険証・年金手帳・児童扶養手当証書・特別児童扶養手当証書・ 

その他 

 

（1）マイナンバー届出書への記入 

マイナンバー届出書には、給付認定申請書に記入した申請児童、申請児童の保護者、家族および

同居人の情報を記入してください。（保護者の方は、単身赴任等の理由で同居されていない場合も

記入してください。ただし、離婚前提・虐待・ＤＶ等の理由で同居されていない場合は記入不要

です。） 

 

（２）郵送の際の注意点 

 郵送申請の際は、「マイナンバー届出書」と「個人番号確認書類のコピー・本人確認書類のコピ

ー」を申請書類と共に郵送してください。ただし、住民票の場合は、原本を貼付してください。 

 

（３）代理人による提出について 

代理人による提出は、以下の３点を必ず持参してください。 

①（法定代理人の場合）戸籍謄本またはその他その資格を証明する書類 

（任意代理人の場合）委任状 

②代理人の「②本人確認資料」 

③申請児童の保護者１名の「①マイナンバー確認資料」 
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９ 利用者負担額等について  

令和元年 10 月より幼児教育・保育の無償化が始まり、３歳児から５歳児まで（年少～年長）の

就園児にかかる基本的な利用料（利用者負担額）は無償となりました。 

ただし、利用者負担額とは別に、給食費や各園徴収の雑費等については無償化の対象外となりま

す。公立園では、おかず・おやつ等の費用（副食費）について下記のとおりの月額を徴収します。 

公立幼稚園（部） 副食費 3,600 円         

公立保育園（部） 副食費 4,500 円（土曜除く） 

私立園の給食費については、各園にお問い合わせください。 

市町村民税額、きょうだい区分によって、副食費が免除になる場合もあります。 

 

【利用者負担額および副食費免除の対象の決定方法】 

＜１・2 号認定（３歳児～５歳児クラス）＞ 

利用者負担額は、市町村民税額、きょうだい区分、利用施設に限らず無償です。 

副食費免除の対象は、年収が 360 万円未満相当世帯の就園児と、第３子以降の就園児です。 

詳しくはＰ17【利用者負担等軽減について】を参考にしてください。 

＜３号認定（０歳児～２歳児クラス）＞ 

利用者負担額は、児童の父母（ひとり親世帯の場合、父または母）の市町村民税所得割額により

決定される「階層区分」、「保育時間区分」「きょうだい区分」によって決定します。菰野町では、

0 歳児～2 歳児の利用者負担額について、世帯の所得に応じた応能負担を基本とし、国が定める

基準よりも減額した金額を設定するとともに、町独自の細分化した所得区分を設定することによ

り、利用者負担額の軽減を図っています。利用者負担額は、P16～「利用者負担額等一覧表」を

参考にしてください。 

 

利用者負担額および副食費免除の対象判定は４月分～８月分は前年度、９月分～翌年３月分は

当年度の住民税額をもとに算定しますので、年度中に算定結果が変更となる場合があります。 

 

４月入園の方は４月中旬ごろに、途中入園の方は入園月の初旬ごろに、利用者負担額および

副食費免除の対象判定の結果を通知します。 

また、９月の算定により決定した利用者負担額および副食費免除の対象判定の結果は、９月

初旬ごろに通知します。 

 

【利用者負担額および副食費免除の対象判定に用いる市町村民税額について】 

利用者負担額および副食費免除の対象判定における「市町村民税所得割額」は、税額控除の

うち住宅取得控除等※の適用を受ける前の「所得割額」を用います。そのため、市町村民税額

としての所得割額と、利用者負担額および副食費免除の対象判定に用いる所得割額が異なる場

令和６年 令和７年 

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 

「令和５年度」住民税額により算定 
（令和４年１月１日～令和４年 12 月 31 日までの所得) 

「令和６年度」住民税額により算定 
（令和５年１月１日～令和５年 12 月 31 日までの所得) 

主食は米飯（白）を持参 
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合があります。 

※ 住宅借入金等特別税額控除、配当控除、寄付金税額控除、外国税額控除、配当割額または株式等譲渡所得割額の

控除および配当控除 

 

児童の父母（ひとり親世帯の場合、父または母）の市町村民税所得割額により算定しますが、

父母以外の方が家計の主宰者と判断される場合には、その方の課税額で決定します。 

 

〇同居の祖父母についての税資料を確認する場合 

① 父母の収入合計額が 103 万円以下の場合 

② 父母の双方もしくは一方が、祖父母の所得税の扶養控除の対象になっている場合 

③ 父母の双方もしくは一方あるいは子が、祖父母の健康保険の扶養控除の対象になっている場合 

④ 父母の双方もしくは一方が、祖父母の事業専従者になっている場合 

 

 

・海外に居住しており市町村民税情報がない方は、海外勤務期間中の所得額等を、市町村民税

額として算定し、利用者負担額の決定および副食費免除の対象を判定します。また、市町村

民税情報がある場合でも、国外収入がある場合は、国内外の収入を合算のうえ利用者負担額

の決定および副食費免除の対象を判定します。 

・市町村民税が未申告の方や、確認するための資料の提出がない場合、最高階層（８階層）と

なります。 

・年度の途中で 3 歳の誕生日を迎え、３号認定から２号認定に変更となった場合でも、その

年度末までは３号認定の利用者負担額となります。 

・利用者負担額は、月額制ですので、欠席をされても基準の額を納めていただきます。 

・生計主宰者の方の失業（自己都合は除く）、事業の倒産、長期病気療養や災害などにより、

一定の基準に該当すると利用者負担額が減免となる場合があります。 

 

 

【口座振替について】 

振替日は毎月 26 日頃（振替日が休日の場合は、翌営業日）とし、振替不能の場合は、翌月

10 日頃を再振替日（再振替日が休日の場合は、翌営業日）とします。それ以降は督促状を発行

します。 

※ 私立こども園の利用者負担額および副食費については、直接施設に納付していただきます。

納付方法については、施設にご確認ください。 

※ 私立保育園の０歳児～２歳児の利用者負担額（保育料）については、上記のとおり菰野町に

納付していただきますが、3 歳児～5 歳児の給食費については直接施設に納付していただきま

す。納付方法については、施設にご確認ください。 

  

注意事項 
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【利用者負担額等一覧表】 

令和５年度時点 

（単位：円） 

階層区分 

利用者負担額（月額） 

＜年齢区分＞4/1 付 ３歳未満児 

＜年齢区分＞ 

4/1 付 

３歳以上児 

保育標準時間 保育短時間 給食費等 

① 生活保護世帯 0 0 

 
 

 
 

 
 

利
用
者
負
担
額
は
無
償
で
す
。 

 

 
 

 
 

 
 

た
だ
し
、
給
食
費
等
に
つ
い
て
は
有
償
で
す
。 

 
 

 
 

 
 

※
世
帯
の
該
当
条
件
に
よ
っ
て
は
、
給
食
費
の
う
ち
副
食
費
に
つ
い
て
は
免
除
と
な
り
ま
す
。 

②－１ 
市町村民税非課税世帯のうち 

※要保護者等世帯 
0 0 

②－２ 
市町村民税非課税世帯のうち 

※要保護者等世帯以外 
0 0 

③－１ 
均等割のみ課税世帯。所得割

課税世帯 25,000 円未満 
9,000 8,000 

③－２ 
所得割課税世帯 25,000 円 

以上 48,600 円未満 
10,500 9,500 

④－１ 
所得割課税世帯 48,600 円 

以上 72,800 円未満 
19,500 17,500 

④－２ 
所得割課税世帯 72,800 円 

以上 97,000 円未満 
21,000 19,000 

⑤－１ 
所得割課税世帯 97,000 円 

以上 133,000 円未満 
32,000 28,500 

⑤－２ 
所得割課税世帯 133,000 円

以上 169,000 円未満 
33,000 29,500 

⑥－１ 
所得割課税世帯 169,000 円

以上 235,000 円未満 
41,500 37,000 

⑥－２ 
所得割課税世帯 235,000 円

以上 301,000 円未満 
42,500 38,000 

⑦－１ 
所得割課税世帯 301,000 円

以上 349,000 円未満 
49,500 44,200 

⑦－２ 
所得割課税世帯 349,000 円

以上 397,000 円未満 
49,500 44,200 

⑧ 
所得割課税世帯 397,000 円

以上 
49,500 44,200 

 

  



17 

 

【利用者負担等軽減について】 

＜年収 360 万円未満相当世帯＞ 

年収が 360 万円未満相当世帯の就園児は、副食費が免除となります。 

幼稚園（部）の場合：所得割課税額 77,100 円以下の世帯 

保育園（部）の場合：所得割課税額 57,699 円以下の世帯、または 

所得割課税額 77,100 円以下の要保護者等世帯※ 

※要保護者等世帯とは、ひとり親世帯（父または母が児童扶養手当受給資格がある世帯もしくは

障害年金または遺族年金を受給している世帯）、身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉

手帳の交付を受けた者がいる世帯、特別児童扶養手当の支給対象児童がいる世帯等をいいます。 

 

＜多子軽減＞ 

幼稚園・認定こども園（幼稚園部）の場合は小学校３年生以下、 

保育園・認定こども園（保育園部）の場合は在園している就学前児童を多子軽減対象児童とし、 

最年長者を第１子と数えます。 

副食費については、多子軽減対象児童のうち、在園する児童が第 3 子以降の場合、免除となりま

す。 

利用者負担額については、多子軽減対象児童のうち、在園する児童が第２子の場合は該当金額の半

額、第３子以降の場合は無料となります。 

 

＜多子軽減の特例：利用者負担額のみ＞ 

所得割課税額 57,699 円以下（階層区分④－１の一部まで）の世帯につきましては、上記の例外と

して、多子軽減の対象となる兄姉の年齢制限はありません。 

 

＜要保護者等世帯の特例：利用者負担額のみ＞ 

・要保護者等世帯で階層区分「③－１」又は「③－２」に該当する場合は、表示した利用者負担額

から 1,000 円減額し、さらに半額となります。 

・要保護者等世帯で階層区分「④－１」と「④－２のうち所得割課税額 77,100 円以下」に該当す

る場合は、第１子半額からさらに 4,000 円減額となります。 

・要保護者等世帯で階層区分「③－１」から「④－２のうち所得割課税額 77,100 円以下」に該当

する場合で、多子軽減対象児童のうち第 2 子以降は無料となります。 

 

※要保護者等世帯で利用者負担等の軽減対象に該当する場合（均等割のみ課税世帯～所得割課税額

77,100 円世帯）は、利用者負担額減額申請書（毎年度１回）を提出してください。 
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10 各施設について  

 

 

 

 

 

竹永幼稚園 

竹永保育園 

（公立） 

鵜川原幼稚園 

鵜川原保育園 

（公立） 

聖マリアこども園（私立） 

菰野こども園（公立） 

千種幼稚園 

千種保育園 

（公立） 

▲御在所岳 

近鉄湯の山線 

R477(湯の山街道) 

R306 

ミルクロード 

R306 

東名阪道 

四日市 I.C. 

菰野西こども園（公立） 

菰野幼稚園・ 

菰野東保育園（公立） 

朝上幼稚園 

朝上保育園 

（公立） 

森の風こども園

（私立） 

たいりん保育園

（私立） 

菰野町全域図 

Ｎ 
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付近案内図 

菰野幼稚園・菰野東保育園 

住  所 菰野町大字菰野１４８５ 

電話・ＦＡＸ（０５９）３９３－１１７９ 

入園対象年齢 保育園 ３歳児～５歳児 

       幼稚園 ３歳児～５歳児 

 

発達支援保育 

千種幼稚園・千種保育園 

住  所 菰野町大字音羽２２４０ 

電話・ＦＡＸ（０５９）３９３－２４０６ 

入園対象年齢 保育園 ３か月～５歳児 

       幼稚園 ３歳児～５歳児 

 

発達支援保育・乳児保育・延長保育（月～金） 

土曜日保育拠点園 

鵜川原幼稚園・鵜川原保育園 

住  所 菰野町大字大強原８２９－１ 

電話・ＦＡＸ（０５９）３９３－２４０５ 

入園対象年齢 保育園 ６か月～５歳児 

       幼稚園 ３歳児～５歳児 

 

発達支援保育・乳児保育・一時保育 

鵜川原小 

 
鵜川原 

ｺﾐｾﾝ 

喫茶店 

西警察 

ミルクロード

Ｎ 

〒 

 

鵜川原幼稚園 

鵜川原保育園 

Ｐ 

付近案内図 

R306 

あそ 

ｸﾘﾆｯｸ 

消防署 

千種小 
JA 

 

GS 

千種幼稚園 

千種保育園 
Ｐ 

農環 

ｾﾝﾀｰ 

Ｎ 

付近案内図 

公立幼稚園・公立保育園 

〒 

菰野町では、幼稚園と保育園を同一園で運営しています。 

入園申し込み先は、菰野町役場子ども家庭課です。 

コンビニ 銀行 

R306 

 R477(湯の山街道) 

 

 

菰野大橋 

菰野幼稚園・  

菰野東保育園 

Ｎ 

Ｐ 

菰野小 

近鉄湯の山線 

 

各園のご案内 
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公立保育園２園が令和４年度より保育所型認定こども園となり、幼稚園機能

が追加されました。幼稚園部については、原則年度途中に保育園部に転園の

必要性がある方を優先とします。入園申し込み先は、菰野町役場子ども家庭

課です。 

付近案内図 

コンビニ 銀行 

 

 

R306 

R477(湯の山街道) 

近鉄湯の山線 

菰野大橋 

菰野小 

 

菰野こども園 

Ｎ 

Ｐ 

朝上幼稚園・朝上保育園 

住  所 菰野町大字田光３３０６－２ 

電話・ＦＡＸ（０５９）３９６－０１１４ 

入園対象年齢 保育園 ６か月～５歳児 

       幼稚園 ３歳児～５歳児 

 

発達支援保育・乳児保育 

付近案内図 

竹永小 

ミルクロード 

〒 
五百 

羅漢 竹永 

ｺﾐｾﾝ 

Ｎ 

 

竹永幼稚園 

竹永保育園 

Ｐ 

コンビニ 

菰野こども園 

住  所 菰野町大字菰野２０９８ 

電話・ＦＡＸ（０５９）３９３－２１３５ 

入園対象年齢 保育園部 ６か月～５歳児 

       幼稚園部 ３歳児～５歳児 

 

発達支援保育・乳児保育 

 

公立こども園 

付近案内図 

ｺﾝﾋﾞﾆ 

八風中 

朝上幼稚園 

朝上保育園 

 

朝上小 

ミルクロード 

北部子

育て 

P 朝上 

ｺﾐｾﾝ 

〒 
 

R306 

Ｎ 

竹永幼稚園・竹永保育園 

住  所 菰野町大字永井５９ 

電話・ＦＡＸ（０５９）３９６－０５２７ 

入園対象年齢 保育園 ６か月～５歳児 

       幼稚園 ３歳児～５歳児 

 

発達支援保育・乳児保育 
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登降園時の持参物をできる限り園で管理することで保護者の負担を減らす取り組みをしているのが

特徴の一つです。 

  

 

令和４年度に新設された私立保育所です。 

入園申し込み先は、菰野町役場子ども家庭課です。 

付近案内図 

R477(湯の山街道) 

 

近鉄湯の山

線 

Ｎ 

Ｐ

大羽根園駅 

菰野西こども園 

コンビニ 

社会福祉法人明健福祉会 

たいりん保育園 

住  所 菰野町大字神森８３９番地 

電 話（０５９）３９４－０１５５ 

ＦＡＸ（０５９）３９４－０１８０ 

入園対象年齢 ６か月～５歳児 

 

乳児保育・延長保育（月～金）・一時保育 

子育て支援室 

特別徴収金あり 

（午睡布団等の入園準備品や登降園時の準備物

を園が管理するための費用を含む） 

詳細は施設へお問い合わせください。 

     
ﾃﾞｨｰﾗｰ 

たいりん保育園 

ＧＳ 

ミ
ル
ク
ロ
ー
ド 

焼き肉店 
神森 宿野 

 

Ｎ 

R477(湯の山街道) 

     ＧＳ コンビニ 

付近案内図 

私立保育所 

菰野西こども園 

住  所 菰野町大字菰野８８７０ 

電話・ＦＡＸ（０５９）３９４－０８８４ 

入園対象年齢 保育園部 ６か月～５歳児 

       幼稚園部 ３歳児～５歳児  

 

発達支援保育・乳児保育・一時保育 
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園には子育て中の方を応援するための子育て支援室があり、子育て中の方に利用していただけ

ます。親子で参加していただける行事なども開催しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 自然の中での子育てを特色とし、未就園児の親子で参加していただける子育て支援事業等も会

員制で行っています。  

 

 

社会福祉法人森の風学舎 

森の風こども園 

住  所 菰野町大字千草１６２２ 

電  話（０５９）３９３－４７８２ 

Ｆ Ａ Ｘ（０５９）３２７－５５６５ 

入園対象年齢 保育園部 ６カ月～５歳児 

幼稚園部 ３歳児～５歳児 

 

乳児保育・しぜん保育 

特別徴収金あり 

詳細は施設へお問い合わせください。 

 

社会福祉法人鈴鹿聖十字会 

聖マリアこども園 

住  所 菰野町大字宿野１４３３ 

電  話（０５９）３９４－００８０ 

Ｆ Ａ Ｘ（０５９）３２５－７７７９ 

入園対象年齢 保育園部 １１か月～５歳児 

幼稚園部 ３歳児～５歳児 

 

乳児保育・一時保育 

病後児保育室・子育て支援室あり 

私立認定こども園 

付近案内図 

菰野厚

生病院 

Ｎ 

R477(湯の山街道) 

聖十字 

の家  

近鉄湯の山線 

ミ
ル
ク
ロ
ー
ド 

聖マリアこども園 

付近案内図 

R306 

あそ 

ｸﾘﾆｯｸ 

消防署 

千種小 
JA 

 

GS 

森の風こども園 

農環 

ｾﾝﾀｰ Ｎ 

 

ｺﾝﾋﾞﾆ 

私立認定こども園では、保育園部と幼稚園部で申し込み先が異なります。

保育園部を希望される方は菰野町役場子ども家庭課へ、 

幼稚園部を希望される方は各園へ直接申し込みしてください。 
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※1：公立認定こども園の幼稚園部については、原則年度途中に保育園部に転園の必要性がある方を優先とします。 

  

施設

種類 
園名 認定種別 対象年齢 

申請できる条件

(年齢以外) 
申請先 土曜保育 開所時間 

公
立
幼
稚
園 

公
立
保
育
園 

菰野幼稚園 １号 
3 歳児～ 

(R6.4.1 時点) 
学区内在住 菰野町 - 

9:00-13:00 

(8:30 登園可) 

菰野東保育園 ２・３号 
3 歳児～ 

(R6.4.1 時点) 

町内在住で 

保育事由あり 
菰野町 千種保育園 7:30-18:30 

千種幼稚園 １号 
3 歳児～ 

(R6.4.1 時点) 
学区内在住 菰野町 - 

9:00-13:00 

(8:30 登園可) 

千種保育園 ２・３号 3 ヶ月～ 
町内在住で 

保育事由あり 
菰野町 千種保育園 

7:30-19:00 

(延長保育実施) 

鵜川原幼稚園 １号 
3 歳児～ 

(R6.4.1 時点) 
学区内在住 菰野町 - 

9:00-13:00 

(8:30 登園可) 

鵜川原保育園 ２・３号 6 ヶ月～ 
町内在住で 

保育事由あり 
菰野町 千種保育園 7:30-18:30 

竹永幼稚園 １号 
3 歳児～ 

(R6.4.1 時点) 
学区内在住 菰野町 - 

9:00-13:00 

(8:30 登園可) 

竹永保育園 ２・３号 6 ヶ月～ 
町内在住で 

保育事由あり 
菰野町 千種保育園 7:30-18:30 

朝上幼稚園 １号 
3 歳児～ 

(R6.4.1 時点) 
学区内在住 菰野町 - 

9:00-13:00 

(8:30 登園可) 

朝上保育園 ２・３号 6 ヶ月～ 
町内在住で 

保育事由あり 
菰野町 千種保育園 7:30-18:30 

公
立
認
定
こ
ど
も
園 

菰野 

こども園 

１号 

（幼稚園部） 

3 歳児～ 

(R6.4.1 時点) 

学区内在住 

※１ 
菰野町 - 

9:00-13:00 

(8:30 登園可) 

２・３号 

（保育園部） 
6 ヶ月～ 

町内在住で 

保育事由あり 
菰野町 千種保育園 7:30-18:30 

菰野西 
こども園 

１号 

（幼稚園部） 

3 歳児～ 

(R6.4.1 時点) 

学区内在住 

※１ 菰野町 - 
9:00-13:00 

(8:30 登園可) 

２・３号 

（保育園部） 
6 ヶ月～ 

町内在住で 

保育事由あり 
菰野町 千種保育園 7:30-18:30 

私
立
保
育
園 

たいりん 

保育園 
２・３号 ６ヶ月～ 

町内在住で 

保育事由あり 
菰野町 

たいりん 

保育園 

7:15-19:00 

(延長保育実施) 

私
立
認
定
こ
ど
も
園 

聖マリア 

こども園 

１号 

（幼稚園部） 

3 歳児～ 

(R6.4.1 時点) 
希望者 施設 - 8:30-14:00 

２・３号 

（保育園部） 
11 ヶ月～ 

町内在住で 

保育事由あり 
菰野町 

聖マリア 

こども園 
7:30-18:30 

森の風 

こども園 

１号 

（幼稚園部） 

3 歳児～ 

(R6.4.1 時点) 
希望者 施設 - 9:00-14:00 

２・３号 

（保育園部） 
6 ヶ月～ 

町内在住で 

保育事由あり 
菰野町 

森の風 

こども園 
7:30-18:30 

各園一覧表 
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11 その他  

【施設見学について】 
入園申請に伴い、施設を見学したい場合や、各園の詳細な情報を確認したい場合は、直接園

にお問い合わせください。 

 

【一時保育について】 
一時的に家庭での保育が困難となった未就園児を一時的に保育する制度です。就園児や、菰

野町に住所を有しない方は利用いただけません。 

利用時間 料金 納付方法 

平日※1 

8:30～16:30 

3 歳未満児 
3 歳以上児 

（年少以上） 
・私立園は園の指定する方法 

・公立園は当日払いの場合は

PayPay、それ以外は利用

翌月中旬ごろ発行の納付書 1,700 円／1 日 1,000 円／1 日 

実施園 対象年齢 年齢以外の条件 連絡先 

聖マリアこども園○私  満 1 歳～ 

・菰野町内に住所を 

有する方 

・未就園児 

059-394-0080 

たいりん保育園○私  満 1 歳～※2 059-394-0155 

鵜川原保育園○公  6 ヶ月～ 059-393-2405 

菰野西こども園○公  6 ヶ月～ 059-394-0884 

※1. 土日祝および 12 月 29 日～翌年 1 月 3 日は利用不可   

聖マリアこども園は、月・水・金の実施、たいりん保育園は、月・火・木・金の実施 

※2. 満 1 歳かつ離乳後期食以降まで進んでいる児童を対象とします。 

実施園 申込方法 申込期間 電話申込受付時間 

聖マリアこども園 

園公式ＨＰ内「お問い合わせフォーム」か

らオンライン予約、または電話 

（町公式 HP 一時保育ページからも可） 

利用希望月の前月

第 1 営業日から 
9:00～16:30 

たいりん保育園 

園公式ＨＰ内「一時保育申込こちらです」

からオンライン予約、または電話 

（町公式 HP 一時保育ページからも可） 

（緊急時と申込期間後は電話） 

利用希望月の前月

第 1 営業日から

平日５日間 

10:00～16:00 

鵜川原保育園 

 

菰野西こども園 

町公式ＨＰ一時保育ページ内「一時保育予

約システム」からオンライン予約、または

電話 
（HP トップ＞くらしの便利帳＞子育て・保

育・幼稚園＞子育て支援＞一時保育のご案内） 

利用希望月の前月

第 1 営業日から 
9:00～16:30 

申込みをされても希望する日数を利用できないことがあります。 

事前面談について 

公立園初回利用の方は、利用希望園での事前面談が必要です。オンライン予約システムから面談の予約が

可能です。また、面談時に必要な書類がありますので、町公式ホームページからダウンロードし（公立園

でも様式配布可能）記入の上持参してください。 

私立園については直接お問い合わせください。 
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【菰野町ファミリー・サポート・センターについて】 
 会員間（依頼会員・サポート会員）の相互の信頼と了解の上で、有償で一時的にお子さんを預か

る地域ぐるみの助け合い活動です。利用には事前の会員登録が必要です。 

対象年齢 利用時間・料金 

首すわり～中学生以下 
7:00～19:00 まで 左記の時間外（宿泊不可） 

700 円／1 時間 800 円／1 時間 

依頼受付日時 申込先 連絡先 

平日 9:00～17:00 
保健福祉センターけやき内  

菰野町社会福祉協議会（１階） 

T E L 059-394-1294 

FAX 059-394-3422 

その他（詳細については直接申込先へお問い合わせください。） 

・最初の１時間までは、それに満たない場合でも１時間とみなす（基本料金） 

・１時間以上の預かりは３０分毎に計上 

・兄弟の同時預かりは２人以降半額 

・食事１回： ２００円  おやつ１回：３０円（基本依頼会員が準備） 

・サポーターの自家用車利用 ３０円／ｋｍ 

 

【認可外保育施設について】 

 認可外保育施設とは、乳児又は幼児を保育することを目的とする施設で、都道府県知事（指定都

市及び中核市の市長を含む）の認可を受けていない施設を総称したものです。認可保育所という制

度になじまない、特定の子どもを預かるための施設もあれば、特徴的な教育プログラムを実践した

いという施設もあります。また、三重県内の届出対象施設については年に１度、県が立入調査を実

施しています。三重県ホームページ内「認可外保育施設一覧」をご確認いただき（「三重県」「認可

外保育施設」で該当ページの検索ができます。）、入所の検討をされる場合は、直接施設へお問い合

わせください。 
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入園申込み・保育料等のお問い合わせ先 

  

〒５１０－１２９２ 

菰野町大字潤田１２５０番地 

菰野町役場 子ども家庭課  TEL （０５９）３９１－１２２５ 

 

利用案内・様式ダウンロードなど 

≪菰野町公式ホームページ≫ 

 URL：http://www.town.komono.mie.jp 

利用案内：菰野町トップ＞くらしの便利帳＞子育て・保育・幼稚園＞保育園・幼稚園 

様式：菰野町トップ＞くらしの便利帳＞申請書・様式＞各種申請書・様式ダウンロード

＞子ども家庭課申請書等 


